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※
当
チ
ャ
ー
ト
は
、
あ
く
ま
で
一
般
的
な
場
合
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

臨 時 福 祉 給 付 金 と

子育て臨時特例給付金の

申請受付が始まります！

対象ではありません。

対象ではありません。
※保護基準の改定で消費

税率の引き上げによる負

担増に対応しています。

　平成 26 年４月の消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯の負担を緩和す

るため、２つの給付金を支給します。
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